


《 高齢者虐待への対応状況等》

〇養護者とは
高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等。
同居していなくても、身辺の世話をしている家族・知人等が養護者に該当する場合が
あります。

〇養護者による虐待についての相談、通報者について
警察以外に、高齢者本人や家族との信頼関係が築きやすいケアマネジャーからの
相談・通報が多い

⇒ケアマネジャーや居宅サービス事業者の皆様の日常的な活動が、

高齢者虐待の防止や早期発見につながります。





《 高齢者虐待のサインへの気づき 》

高齢者虐待の防止や早期発見には、身近にいる方の「気づき」が非常に重要です。

虐待が疑われる場合、何らかのサインやSOSが発せられている場合があります。

「高齢者虐待防止マニュアル」のチェックリストを活用し、適正な支援につなげてください。



「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、虐待を受けたと思
われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報義務等が規定され、通報により、高齢者虐
待の緊急性を判断し、事実確認や支援を行うことになります。

⇒「あれっ！おかしいな・・・」と思ったら、ご連絡・ご相談ください。

また、本市では、高齢者虐待防止に取り組んでいく上で、早い段階で把握を行い、早期の対応を
することが必要なことから、関係機関や介護サービス事業者の皆様が、高齢者虐待のサインに気
づき、円滑に養護者支援につなぐための対応の手引きとして、「高齢者虐待防止マニュアル」を
作成しております。

高齢者虐待防止マニュアルは、市ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。


